
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親、または親に代わる養育者によって、子どもの心や身体を傷つけたり、

健やかな成長・発達を損なうような行為が加えられること 

虐待かどうかの判断は、親の意図ではなく、子どもにとって有害かどうかで判断し

なければなりません。親はいくら一生懸命であっても、その子をかわいいと思って

いても、子どもにとって有害な行為であれば虐待です。 

児童の身体に傷を負わせたり、傷を負わせ

るおそれのあるような暴力を加えること。 

児童にわいせつな行為をしたり、わいせつ

な行為をさせること。 

◆殴る、蹴る、物で叩く、首を絞める、

投げ落とす 、激しくゆさぶる 

◆熱湯をかける、食事を与えない、溺れ

させる  

◆外に閉め出す、一室に閉じ込めるなど 

保護の怠慢、拒否、放置により、子どもの

健康状態や安全を損なう行為や保護者以外

の同居人による虐待を放置している行為。 

ひどい言葉で子どもを傷つけたり、極端に

無視したり、子どもの目の前での配偶者（内

縁関係も含む）やきょうだいに対する暴力

を行うことによって、子どもに心理的な傷

を負わせるような行為。 

◆子どもへの性的行為、性的行為を見せ

る 

◆性器を触る、触らせる 

◆ポルノグラフィーの被写体などに子

どもを強要するなど 

◆適切な衣食住の世話をせず放置する 

◆病気になっても病院に連れて行かない 

◆乳幼児を家に残したまま外出する 

◆乳幼児を車の中に放置する 

◆子どもの意見に反して学校に登校させ

ない 

◆保護者以外の同居人による虐待を保護

者が放置するなど 

◆無視 

◆ば声を浴びせる 

◆言葉によるおどかし、脅迫 

◆きょうだい間での極端な差別的扱い 

◆子どもの目の前で夫婦喧嘩をする 

◆きょうだいに虐待するなど 

虐待は、家庭をはじめとする密室で行われることが多く、外側からは気づき

にくいものですが、早期に発見し、事態の悪化を防ぐ必要があります。 

配偶者からの身体的・精神的・性的暴力をいいます。この場合の配偶者とは婚姻関係がある場合だけでなく、

婚姻の届出をしていない「事実婚」や離婚後も引き続き暴力を受ける場合も含まれます。 

ＤＶを直接目撃していなくても、家庭に緊張感が生まれ、そのストレスのはけ口が子どもに向かう場合もあり、

子どもに対する影響は大きくなります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住所：小平市花小金井 1-31-24 

時間：月曜～金曜日 9：00～17：00 

児童虐待についての相談や、虐待を発見、疑いがあるときは、ご連絡ください。虐待かどうかを確認する
必要はありません。ご連絡いただいた方の情報が本人に漏れたり、責任を問われることはありません。 

住所：小平市小川東町 4-2-1 小平元気村おがわ東 

時間：火曜～土曜日 10：00～18：00 

すべての内容を確認する必要はありません。 
分かる範囲でいいので、ご連絡ください。 

（虐待ほっとライン） 

こうした項目に該当する場合は、虐待又は虐待の可能性がありますので、迷わずご連絡ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

殴る、蹴るなどの暴力で身体的影響を受け

るだけではなく、心理的虐待やネグレクト

を受けていると、発育不全（低身長、低体

重）に陥ることもある。 

虐待が親子のコミュニケーション手段にな

ってしまい、大人と会話することが少なく

なり、言語能力や考える力が育ちにくくな

ることがある。 

安定した愛着関係を経験できていないた

め、感情のコントロールに障害が出る傾向

がある。また、些細なことで怒りを爆発さ

せたり、パニックを引き起こし、自傷行為

におよぶこともある。 

自分がいけないから虐待され、自分は存在

してはいけない子であると考えるようにな

る。また、周りで起きる嫌なことはすべて

自分のせいだと決めつけるようになる。 

子どもにとって初めてもつ人間関係は親子関係です。親子関係が不安定であったり、信頼できないも

のであったりすると、人間への不信や不安が形成され、他者と信頼関係がもてなくなる。そのため、

コミュニケーション手段として暴力を用いるようになったり、自分より弱い相手を暴力で従わせよう

としたり、力の強い相手には絶対服従したりするようになる。 

また、大人に対してベタベタ甘えたり、わざと怒らせるような態度をとったり、急に暴力を用いるよ

うになることもある。 

名   称 時 間 ・ 連 絡 先 

小平市子ども家庭支援センター 
住所：小平市小川東町 4-2-1  

小平元気村おがわ東内 

時間：午前 10 時～午後６時 
（日・月・祝日・年末年始を除く） 

電話：０４２－３４７－３１９２ 

東京都小平児童相談所 
住所：小平市花小金井 1-31-24  

 多摩小平保健所庁舎３階 

時間：午前９時～午後５時 
（土・日・祝日・年末年始を除く） 

電話：０４２－４６７－３７１１ 

児童相談所全国共通ダイヤル ２４時間 ３６５日  電話：１８９ 

 

虐待は子どもたちの心身の成長発達に深刻な影響を与えます。 

早期発見により、次のような影響を最小限におさえることは可能です。 


